
〒639-0251 奈良県香芝市逢坂1丁目374番地1
（香芝市総合福祉センター内）

TEL 0745-76-7107(代表)  FAX 0745-76-7104

〒639-0251 奈良県香芝市逢坂1丁目374番地1
（香芝市総合福祉センター内）
TEL 0745-76-7529  FAX 0745-76-7104

なんでもお気軽にご相談ください！

0745-79-7529
相談受付 ： 月曜日～土曜日（祝祭日・年末年始は除く）

受付時間 ： ８時30分～１6時30分

相談方法 ： 一度お電話ください（日程を調整の上 訪問または来所）

対象地域 ： 香芝市内

香芝市・王寺町・上牧町・広陵町・大和高田市・葛城市対象地域

指定相談支援事業所

ひまわり

k.s.himawari05

香芝市社会福祉協議会
ひまわり園
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かしばし社協 子育て「パパ・ママ応援事業」

お子さまの成長で気になることはありませんかお子さまの成長で気になることはありませんかお子さまの成長で気になることはありませんか

©2019 kashibashishakyo
かしばし社協ではこども園の運営だけでなく、

「パパ・ママ支援事業」としてお子さまの発達相談支援事業もおこなっています。

半官・半民といわれるかしばし社協ならではの行政との連携などを活用しながら、
専門の相談員や指導員を置き、相談事業やお子さまの育ちの支援教室を実施しています。

お子さまの育ちで「おやっ？」「あれっ？」と思われた時は、お気軽にご相談ください。
専門の相談員や指導員がいつでも相談に応じます。

2020.12

かしばし社協 子育て「パパ・ママ応援事業」

メールアドレス ： himawarien＠ka-shakyo.or.jp

〒639-0222 奈良県香芝市西真美３丁目８番地１４
TEL 0745-60-8202  FAX 0745-76-7104

メールアドレス ： soudanshien＠ka-shakyo.or.jp

真 美 教 室

児童発達支援事業所

ひまわり園
なんでもお気軽にご相談ください！

0745-60-8202



ひまわりは長年の経験から、市役所の関係窓口や保健医療の窓口・教育機関などと
スムーズでスピーディーな連携が取れます。安心してご相談ください。

聞き取り

通所受給者証発行

ご家庭へ訪問

お気軽に
ご相談だけでも
してください

ひまわり園 ひまわり児童発達支援事業所 指定相談支援事業所

対象年齢：0～18歳程度対象年齢：0歳～

施設の見学やご相談は随時受付けております。 お気軽にお問い合わせください。

お気軽に
ご相談だけでも
してください

市役所（社会福祉課） ご利用者さま

支援サービス利用開始までの流れ

ひまわり

ひまわり

相談

お子さまが楽しく ご家族が安心して、
地域で生活して行けるように・・・

ひまわり園 ひまわり
お子さまが 地域社会の中で自立し、
成長していける基礎作りを・・・

ひまわりでは、お子さまの発育で心配な保護者の方からの相談受付けや、
発達の遅れのあるお子さまが、福祉サービスを利用開始するための相談・
計画作成業務を行っています。サービス利用開始後も継続的に状況を確認
させていただき、必要に応じてサービスの見直しを行うことで、お子さまやそ
のご家族が不安のない毎日を送ることができるよう、お手伝いをいたします。

お話しをお聞きし、福祉サー
ビス利用のために必要な業
務を行う、相談支援事業所を
紹介します。

サービス等利用計画を確認
し、通所受給者証を発行。ご
利用者さまへ通所受給者証
を発送します。

※2
サービス等利用計画は（案）
を作成後、必要に応じて修
正し、正式な計画書を作成
しますので、署名・捺印を2回
行っていただきます。

お子さまの発育で気になる
ことがございましたら、市役
所の社会福祉課へご相談く
ださい。※1

ひまわりと契約
サービス等利用計画の作成
をひまわりへ依頼していただ
き、契約を交わします。

利用計画書の確認
ひまわりが作成したサービス
等利用計画（案）の内容を確
認し、署名・捺印していただ
きます。※2

事業者と契約・利用開始
利用するサービスの事業者
と契約していただき、福祉
サービスの利用を開始し
ます。

ご利用者さまへ連絡をさせ
ていただき、ご利用者さまと
の契約および利用希望サー
ビスの聞き取りをします。

※1
初めから市役所へ相談する
のに抵抗があるようでした
ら、ひまわりでもお受けしま
すので、お気軽にお電話・
ご相談ください。

ひまわり園では、発達の気になるお子さまが、少し先の将来を不安なく過ご
せるよう、さまざまな訓練や指導を行っています。また同時に保護者の方に
も、お子さまへの接し方、日常生活で取り入れることのできる訓練方法などの
共有を進めています。ひとりひとりに合った訓練と指導を、保護者の方と一緒
に行っていくことが、お子さまの成長の基礎作りに不可欠だと考えています。

サービス等利用計画作成
お聞きした内容を元に、サー
ビス等利用計画（案）を作成し
ます。

サービス等利用計画提出
ご利用者さまに確認・署名・
捺印していただいたサービス
等利用計画（案）を、ひまわり
から市役所に提出します。

モニタリング
サービス利用状況を継続的
に確認し、必要に応じて見直
しを行い、計画のメンテナン
スを行います。

わたしたちは
のびしろを
見逃しません

わたしたちは
のびしろを
見逃しません

※2

生活指導

感覚統合訓練 個別指導

食事指導 家族分離指導

集団指導

家族分離

家族分離 （3歳児・4歳児が多く在籍しています）

家族分離 （4歳児・5歳児が多く在籍しています）
たんぽぽクラス 【午後】

つくしクラス 【午後】

幼稚園や保育園が終わってから家族分離で通って
いただくクラスです。
友だちや指導員と一緒に集団活動をする中で、簡単
なルールを守ったり、基本的な社会性を身に付けて
いきます。

集団での学びや生活訓練などを実施しています。
友だちと相談したり、協力したりしての活動や、自分
の気持ちを「はい」「いいえ」だけではなく、自分の
言葉で言えるようになる活動を通して、一人一人
が自信を持てる経験を積み重ねていきます。
幼稚園や保育園等に在籍しながら通っていただく
ことができます。

個別指導 【午前・午後】
集団療育だけでなく、ひとりひとりの発達に合わせ、
指導員とお子さま・保護者の方とで集中して行う指導
となります。
指導の内容、曜日・時間は保護者の方と相談の上、
決めさせていただいております。
個別指導のみの利用や、集団療育との併用も
可能です。

ひまわりクラス 【午前】

保護者の方とともに登園いただき、さまざまな訓練や
指導を一緒に受けていただくところから始め、様子を
見ながら家族分離指導へと進みます。
集団生活に必要となる基本的な生活習慣を身に
付けることを目標に「自分でやってみたい！！」という
意欲を育んでいきます。

保護者の方と相談の上、集団指導のクラスから進ん
でいただくことができるクラスです。
お弁当を持ってきていただき、食事指導も行います。


